
地方財政審議会付議（説明）案件

令和４年１１月２５日（金） 

（案件名）

令和４年度１１月期における地方譲与税譲与金の譲与について（決裁案件）

○地方揮発油譲与税法（昭和三十年法律第百十三号）

（地方財政審議会の意見の聴取）

第七条の二  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

一・二  略  

三  都道府県及び市町村に対して譲与すべき地方揮発油譲与税を譲与しようとするとき。 

○石油ガス譲与税法（昭和四十年法律百五十七号）

（地方財政審議会の意見の聴取）

第六条の二  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

一・二  略   

三  都道府県及び指定市に対して譲与すべき石油ガス譲与税を譲与しようとするとき。 

○自動車重量譲与税法（昭和四十六年法律九十号）

（地方財政審議会の意見の聴取）

第六条の二  総務大臣は、第二条第一項若しくは第三項、第二条の二第二項若しくは前条の総務省

令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき自動車重

量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 

○特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律第四号）

（地方財政審議会の意見の聴取）

第三十三条  総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若し

くは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与

しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 

自治税務局 企画課 

課長補佐  虫明 徹

（内２３５１１）





令和４年度１１月期における地方譲与税譲与金の譲与（案）について 

令和４年度１１月期分の地方揮発油譲与税（地方道路譲与税を含む（以下同

じ））、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び特別法人事業譲与税について、以下

のとおり譲与するものである。 

１ 対象団体 

（１）地方揮発油譲与税 都道府県及び市区町村 

（２）石油ガス譲与税 都道府県及び指定市 

（３）自動車重量譲与税 都道府県及び市区町村 

（４）特別法人事業譲与税 都道府県 

２ 譲与額 

（１）地方揮発油譲与税  ９０９億円 （6 月～10月における国税収納金整理資金の収納額） 

前年度１１月期比   ＋１７７億円（＋２４.２％） 

本年度譲与累計額  １,５２９億円（前年度比億円（＋５.１％）） 

※ 地方道路譲与税の譲与額は 31円

※ 地方道路譲与税については、地方道路税の収入が今後発生しないことから、端数調整によ

り３月譲与期に全額（残額 260円）を地方団体に譲与。併せて、総務省設置法など関連す

る法令を改正予定。

（２）石油ガス譲与税  ２０億円 （6月～10 月における国税収納金整理資金の収納額） 

前年度１１月期比  ＋１億円（＋４.９％） 

本年度譲与累計額  ３１億円（前年度比億円（▲２.１％）） 

（３）自動車重量譲与税 １,２２３億円 （5月～9 月における日本郵便（株）の印紙による収納額） 

前年度１１月期比  ＋４０億円（＋３.４％） 

本年度譲与累計額  １,９８４億円（前年度比億円（▲１.６％）） 

（４）特別法人事業譲与税 ７,０１３億円 （8月～10月における交付税及び譲与税配付金特別会計の収納額） 

前年度１１月期比   ＋８９９億円（＋１４.７％） 

本年度譲与累計額 １３,４０７億円（前年度比＋１,９０９億円（＋１６.６％）） 

３ 譲与日 

令和４年１１月３０日（水） 
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